
 

5 昭
和
四
十
年
十
二
月
十
一
日
提
出 

質

問

第

五

号 

    

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

西
宮
市
に
お
け
る
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
転
覆
爆
発
事
故
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
四
十
年
十
二
月
十
一
日 

 

衆 

議 

院 

議 

長 

船 

田 
 

 
中 

殿 

提
出
者 

山 

下 

榮 

二 

 

一 

 



 

ク
ロ
ー
リ
ー
転
覆
爆
発
事
故
に
関
し
、
政
府
の
と
つ
た
措
置
な
ら
び
に
今
後
の
施
策
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

一 

現
在
、
火
薬
類
に
つ
い
て
は
、
「
火
薬
類
の
運
搬
に
関
す
る
総
理
府
令
」
に
よ
り
、
そ
の
運
搬
経
路
等
の
事
前 

一 

今
回
の
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
転
覆
爆
発
事
故
を
は
じ
め
、
昨
年
六
月
、
昭
和
電
工
川
崎
工
場
に
お
け
る
プ
ロ
ピ 

ん
所
火
災
事
故
、
同
じ
く
四
月
、
小
金
井
市
に
お
け
る
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
ボ
ン
ベ
爆
発
事
故
等
、
最
近
頻
発
す
る
化
学 

月
、
茨
木
市
に
お
け
る
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
タ
ン
ク
爆
発
火
災
事
故
、
本
年
四
月
、
名
古
屋
市
に
お
け
る
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
充
て 

レ
ン
化
合
物
入
り
タ
ン
ク
の
爆
発
火
災
事
故
、
同
九
月
、
富
山
化
学
に
お
け
る
塩
素
噴
出
事
故
、
同
じ
く
九 

さ
る
十
月
二
十
六
日
未
明
、
第
二
阪
神
国
道
兵
庫
県
西
宮
市
川
西
地
先
に
お
い
て
発
生
し
た
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
・
タ
ン 

災
害
、
産
業
災
害
に
対
す
る
政
府
の
基
本
的
見
解
い
か
ん
。 

届
出
等
、
厳
し
い
規
制
が
あ
る
が
、
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
の
運
搬
に
つ
い
て
は
、
全
く
野
放
し
の
状
態
で
あ
る
。
政
府
は 

西
宮
市
に
お
け
る
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
転
覆
爆
発
事
故
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

三 

 



 

一 

さ
ら
に
同
規
則
は
そ
の
改
正
に
よ
り
「
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
の
運
転
手
は
一
年
以
上
の
経
験
者
か
、 

一 

今
回
の
爆
発
火
災
事
故
は
、
タ
ン
ク
の
上
部
に
突
出
し
て
い
る
安
全
弁
等
の
附
属
品
が
、
転
覆
の
衝
撃
で
損 

の
間
、
別
に
安
全
を
期
す
る
た
め
の
強
力
な
る
行
政
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
免
許
制
を
よ
り
強
化 

の
資
格
等
に
つ
い
て
厳
し
く
規
制
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
が
ど
う
か
。 

Ｌ
Ｐ
ガ
ス
に
つ
い
て
も
火
薬
類
と
同
じ
く
、
運
搬
す
る
経
路
、
時
間
、
速
度
、
あ
る
い
は
運
搬
業
者
、
運
転
手 

対
策
上
の
重
大
な
不
備
が
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

旨
を
新
た
に
定
め
た
の
で
あ
る
が
、
本
年
十
月
一
日
施
行
、
し
か
し
一
年
間
の
実
施
猶
余
と
な
つ
て
お
り
、
実 

壊
し
、
そ
こ
か
ら
流
出
し
た
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
が
な
ん
ら
か
の
原
因
で
引
火
爆
発
し
た
も
の
で
あ
り
、
タ
ン
ク
本 

際
に
は
来
年
十
月
一
日
か
ら
は
じ
め
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。
猶
余
期
間
を
設
け
る
な
ら
ば
、
そ 

体
は
破
裂
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
か
ら
、
本
年
九
月
九
日
改
正
さ
れ
た
「
高
圧
ガ
ス
取
締
法
施
行
規
則
」
に
保
安 

高
圧
ガ
ス
保
安
協
会
の
検
定
試
験
に
合
格
し
た
者
に
限
る
、
さ
も
な
け
れ
ば
有
資
格
者
が
同
乗
す
る
」
と
の
趣 

四 

 



 

一 

今
回
の
爆
発
火
災
事
故
の
被
害
者
に
対
す
る
各
種
の
救
済
措
置
あ
る
い
は
補
償
等
に
つ
い
て
政
府
の
施
策
を 

一 

今
回
の
事
故
を
ひ
き
お
こ
し
た
弓
谷
運
転
手
は
、
事
故
当
時
、
規
則
に
違
反
し
て
、
二
人
で
乗
る
べ
き
と
こ 

 

ま
ず
今
回
の
事
故
に
対
す
る
救
済
、
補
償
に
つ
い
て
政
府
は
、
国
道
上
の
事
故
で
あ
る
た
め
国
が
責
任
を
負 

ろ
を
一
人
で
乗
つ
て
お
り
、
し
か
も
事
故
の
前
日
、
早
朝
よ
り
兵
庫
県
か
ら
大
阪
、
大
阪
か
ら
兵
庫
県
但
馬
方 

す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

の
十
二
時
す
ぎ
和
歌
山
を
出
発
し
て
午
前
三
時
二
十
分
ご
ろ
西
宮
市
で
こ
の
事
故
を
起
こ
し
て
い
る
。
こ
れ 

面
に
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
を
運
搬
し
、
同
夜
九
時
頃
同
じ
く
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
を
和
歌
山
ま
で
運
搬
し
、
さ
ら
に
夜
中 

問
う
。 

は
、
わ
れ
わ
れ
の
想
像
を
こ
え
た
過
重
労
働
で
あ
り
、
長
時
間
労
働
で
、
明
ら
か
に
労
働
基
準
法
の
違
反
で
あ 

う
こ
と
、
働
き
手
を
事
故
で
な
く
し
た
遺
族
に
対
す
る
補
償
は
万
全
を
期
す
こ
と
を
前
提
と
す
べ
き
で
あ
る
と 

る
と
考
え
る
が
、
地
元
の
労
働
基
準
監
督
局
は
そ
の
責
任
を
果
た
し
て
い
た
か
。 

五 

 



 

一 

今
回
の
災
害
に
よ
る
被
災
者
に
対
す
る
救
援
更
生
措
置
に
つ
い
て
政
府
に
伺
い
た
い
。
地
元
西
宮
市
で
は
四 

 

第
三
に
、
同
法
に
基
づ
い
て
死
亡
者
に
支
払
わ
れ
る
金
額
は
、
わ
ず
か
百
万
円
に
す
ぎ
な
い
が
、
政
府
は
す 

 

次
に
、
不
幸
に
も
死
亡
さ
れ
た
五
名
の
ひ
と
び
と
、
お
よ
び
重
軽
傷
を
負
わ
れ
た
二
十
数
名
の
ひ
と
び
と
に 

 

第
四
に
、
同
法
は
対
人
強
制
保
険
で
あ
り
、
交
通
事
故
に
因
る
家
屋
損
壊
、
類
焼
、
積
荷
等
の
物
的
被
害
に 

物
強
制
保
険
制
度
を
取
り
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

は
適
用
さ
れ
て
い
な
い
。
今
回
の
よ
う
な
大
規
模
な
交
通
災
害
が
増
加
し
つ
つ
あ
る
す
う
勢
に
か
ん
が
み
、
対 

思
う
が
、
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。 

対
し
て
「
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
」
に
基
づ
い
て
政
府
は
い
か
な
る
処
置
を
と
つ
て
い
る
か
、
そ
の
経
過
を
伺 

み
や
か
に
法
改
正
を
行
な
い
、
人
間
尊
重
の
実
を
示
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

十
年
度
市
民
税
そ
の
他
の
地
方
税
の
減
免
措
置
を
講
じ
た
が
、
政
府
も
国
税
の
減
免
措
置
を
講
じ
、
被
災
者
に 

い
た
い
。 

六 

 



 

 

七 

対
す
る
救
援
を
行
な
う
べ
き
で
あ
る
と
思
う
が
ど
う
か
。 

 

ま
た
、
全
半
焼
、
全
半
壊
の
被
害
家
屋
に
対
し
、
政
府
は
、
住
宅
を
も
と
ど
お
り
に
す
る
と
の
基
本
的
立
場 

に
立
つ
て
、
再
起
の
た
め
、
住
宅
金
融
公
庫
あ
る
い
は
中
小
三
金
融
公
庫
等
か
ら
特
別
融
資
を
行
な
い
、
一
日 

も
早
く
生
活
が
安
定
で
き
る
よ
う
血
の
通
つ
た
救
援
更
生
措
置
を
と
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見 

解
を
伺
い
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


